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第２期吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定支援業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

    東京一極集中の是正や人口急減・超高齢化に対応する地方創生を推進するための計画として 

策定した、吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第１期総合戦略」という。）が令和

５年度（2023年度）をもって計画期間が終了することから、第１期総合戦略による施策の成果

と課題の検証結果を踏まえるとともに、国及び大阪府の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

を勘案した、令和６年度（2024年度）から令和10年度（2028年度）までを計画期間とする第２

期 吹田市まち・ひと・しごと総合戦略（以下「第２期総合戦略」という。）を策定に向けた支

援を行うことを目的とする。 

  また、総合戦略に基づく施策を企画立案する上で重要な基礎として位置付ける 吹田市人口 

ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）について、国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン（令和元年度改訂版）を勘案しつつ、最新の国勢調査結果等を取り入れた内容に改訂を行う  

ことを目的とする。 

 

２ 業務内容 

  業務内容は、概ね次のとおりとする。 

（１）人口ビジョンの改訂支援 

改訂に伴う人口ビジョンの対象期間は、令和２年（2020年）から令和42年（2060年）まで

とする。 

ア 人口動向の現状分析 

近年の人口推移や人口動態、産業人口等に関するデータを整理し、吹田市の人口の現状

を分析する。 

(ア) 人口推移の整理（総人口、年齢別人口、世帯数等） 

(イ) 人口動態の整理（自然動態、社会動態、自治体別転入転出状況、地域別転入転出状況、

昼夜間人口等） 

(ウ) 産業人口の整理（産業別就業者数の推移、男女別就業者等） 

(エ)  学生人口の整理（学生数、学生の就職に関する意識等） 

(オ) その他、本市の状況に応じた必要な分析 

イ 人口の将来推計 

現行人口ビジョンの推計を基に、近年の人口の推移等を踏まえて将来人口の推計を行う。 

(ア) 現行人口ビジョン推計値と実績値の差の分析 

(イ) 推計方法の検証 

(ウ) 基準人口の設定（令和２年国勢調査時） 

(エ) 本市の状況を踏まえた複数の仮定値（合計特殊出生率等）の検討 

(オ) 将来推計 

ウ 将来展望 

上記ア及びイを踏まえて、今後の吹田市を取り巻く環境や課題、目指すべき将来の方向

性を分析した上で、将来展望推計を設定する。 

(ア) 今後の取組の基本的視点の検討 

(イ) 将来展望推計の設定 
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エ 改訂版人口ビジョン案の作成支援 

一連の検討結果を踏まえ、令和５年（2023年）７月までに改訂版人口ビジョン案の作成

支援を行う。 

 

（2）第２期総合戦略の策定支援 

策定に伴う第２期総合戦略の計画期間は、令和６年度（2024年度）から令和10年度（2028

年度）までとする。 

ア 第１期総合戦略の検証 

第１期総合戦略の基本目標・具体的な施策の進捗状況を把握し、検証・分析を行うと

ともに、課題を整理する。また、関連計画等の整理を行い、整合性を図る。 

イ 新たな基本目標・施策体系等の検討 

上記ア及び改訂版人口ビジョンの方向性等を踏まえるとともに、吹田市第４次総合計画

中間見直しの内容との整合性を図りながら、施策推進のための効果的かつ効率的なPDCA

サイクルの確立までを見据え、第２期総合戦略における基本目標や具体的な施策、重要業

績評価指標（KPI）等を検討する。 

ウ 第２期総合戦略案の作成支援 

一連の検討結果を踏まえ、令和５年（2023年）７月までに第２期総合戦略案の作成支援

を行う。 

 

（3）各種会議の運営支援 

    次の会議に係る資料の作成、出席及び議事録の作成を行う。 

    なお、資料の作成期限は原則、会議開催10日前までとする。また、議事録作成に当たって

は、会議終了後１週間以内に要点まとめ、２週間以内に完成版を提出することとする。 

ア 吹田市まち・ひと・しごと創生推進委員会 

      副市長及び庁内関係部局の長で構成する内部組織。 

      ・令和４年度（2022年度）に３回（７月、９月、３月） 

・令和５年度（2023年度）に３回（５月、８月、10月）程度の開催を予定。 

イ 吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討会議 

      市民・産業界・大学などの関係者からなる外部有識者会議。 

       令和５年度（2023年度）に２回程度（５月、７月）の開催を予定。 

  

３ 成果品 

改訂版人口ビジョン及び第２期総合戦略のデータを電子記録媒体に保存し、各２部提出する

こと。（ホームページ掲載予定の原稿は、PDFデータ（アクセシビリティ対応）とし、必要に

応じて分割を行うこと。） 

その他、必要に応じて委託者が指示するものについて、提出すること。 

 


